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資源環境省（MONRE）は、2019年 12月 13日から、2014 年環境保護法（「現行法」）を改正する法律案

（「改正法案」）を公表し、パブリックコメントを募集している。同法案は、2020年秋の第 14国会第 10

会期において採択され、2021年 1月 1日から施行される見通しであるが、改正法案の内容は国会採択まで

の間に変更される可能性がある。以下では、改正法案の主要改正点を紹介する。 

１．戦略的環境影響評価（SEA）実施対象事業 

改正法案は、現行法に規定する戦略的環境影響評価（SEA）の実施対象のうち、▽国家レベルの天然資源

の抽出および使用の戦略、▽環境に著しい影響を及ぼす国家又は地方レベルの業種・分野の発展戦略、を

対象から外したが、その他の対象事項（国家マスタープランなど）は引き続き SEAの適用対象とした。ま

た、改正法案は、SEA報告書について、その内容および提出期限を明記した。 

２．環境影響評価実施対象事業（EIA）  

環境影響評価について、現行法は、環境に悪影響を及ばすプロジェクトを実施対象事業としているが、改

正法案は、これに加えて、▽新築・リノベーション・改築および増築を含む建設投資プロジェクトのう

ち、国家的重要性を有するプロジェクト、および、▽公共投資法上の事業区分 A, Bおよび Cに該当するプ

ロジェクト、を新たに実施対象事業に追加した。 

ただし、これらに該当する事業であっても、▽歴史・文化遺跡におけるビジネス・保存行為であって、営

業中に廃棄物を発生しない事業、および、▽MONREが設定する基準により「利用可能な最良の技術

(BAT)」に該当する技術を適用する事業は、EIA 実施対象外とするとされている。 

３．環境保護税 

改正法案は、現行法に定める環境保護税に関する規定の一部について、廃棄物を排出し、または環境に悪影

響を及ぼす商品使用活動を行う組織・個人は、環境保護料を支払う義務を負うとの規定を追加した。また、

改正法案における環境保護税の税率は、有害性の種類・程度、対象製品の数量・重量に応じて定められ、環

境保護の必要性および国内経済社会発展状況により調整されるものとされている。 

さらに、改正法案では、環境保護料・環境保護税の優遇措置を受けるため、MONREが認定するグリーン購

入・調達の実施、および優環境型（Environment - Friendly）製品の流通・利用などが奨励されると規定してい

る。 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小林 亮 Ryo Kobayashi／Nguyen Thi Hong Phuc／Le Thi Bich Tram 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email: hochiminh@tmi.gr.jp 

[ ハノイオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小幡葉子 Yoko Obata／Le Phuong Lan／Nguyen Le Tram／Nguyen Thu Huyen 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp  

 

 

 


